
 

一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に係る基本方針 

 

趣旨 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以

下「感染症法」という。）に基づく一類感染症（以下「感染症」という。）が国内で発生した

場合は、厚生労働省が当該感染症の発生状況等に関する情報を公表するところ、当該情報を

公表する際の基本的な考え方（以下「基本方針」という。）を取りまとめることとする。 

なお、同時期において同一の感染症の発生数が著しく増加した場合等の対応については、

この限りでない。 

 

基本方針 

１ 公表の目的について 

感染症のまん延を防止し、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限

にするためには、感染症の発生状況等に関する情報を積極的に公表する必要がある。 

なお、当該情報の公表に当たっては、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じない

ように、個人情報の保護に留意しなければならない。 

 

２ 公表する情報について 

原則として、以下の情報を公表することとする（詳細は別添のとおり）。 

（１）感染症に関する基本的な情報 

感染症の種類によってその特徴が異なることから、病原体の潜伏期間や感染経

路、主な感染源等、当該感染症に関する基本的な情報を提供する。これらの情報を

発信することにより、当該感染症をまん延させないための適切な行動等を個人がと

れるようにする。 

 

（２）感染源との接触歴に関わる情報 

感染者の推定感染地域及び感染源との接触の有無等に関する情報を提供する。こ

れらの情報を発信することにより、当該地域への渡航者に対する注意喚起に資する

と考える。 

 

（３）感染者の行動歴等の情報 

感染者が他者に当該感染症を感染させる可能性がある時期の行動歴等の情報につ

いては、感染症のまん延防止のために必要な範囲で公表する必要がある。 

他方、他者に当該感染症を感染させる可能性がない時期の行動歴等については、感

染症のまん延防止に資するものではないことから、公表する必要はない。 

したがって、感染者が他者に当該感染症を感染させる可能性がある時期の行動歴等

について、以下のとおり公表を行うこととする。なお、公表に当たっては、公表によ

る社会的な影響についても十分に配慮し、誤った情報が広まることのないように丁寧

別添 



                                               

な説明に努めることとする。 

 

①  感染者に接触した可能性のある者を把握できている場合＊ 

公衆衛生上の対策に関する情報について公表することとする。 

（＊）検疫所や保健所において健康監視や健康観察対象者を把握できている場合 

 

②  感染者に接触した可能性のある者を把握できていない場合 

当該感染症の感染経路（接触感染、飛沫感染又は空気感染等）等に鑑みて、感染者

と接触した可能性のある者を把握するため及び感染症をまん延させないための適切

な行動等を個人がとれるようにするために必要な情報を公表することとする。 

また、その際には誤った情報が広まることのないように、感染者の症状、他者へ

感染させる可能性がある接触の有無等の正確な情報を発信することとする。 

 

３ 公表時期について 

原則として、疑似症患者が発生した段階（国立感染症研究所に検体が到着した時点）で、

速やかに厚生労働省ホームページへの掲載、記者会見等を通じて公表を行う。公表の際に

は、公表内容について事前に自治体や関係省庁等と情報共有を行う。ただし、疑似症患者

のうち、他者に感染させる可能性がある時期の患者（疑似症患者を含む）の体液等及び患

者が発生している地域において感染を媒介する生物等との接触歴がない者については、感

染症にかかっている蓋然性が低いため、疑似症患者が発生した段階ではなく、国立感染症

研究所の検査により当該感染症にかかっていることが確定した段階で公表を行うことと

する。 

 


